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９月３日からの大雨に係る被害状況〔第１３報〕
（平成２５年９月５日 18時00分現在）

県の体制は、住民の避難・孤立集落等が解消されたことから、本日１８時に災害対策本部、

非常体制(１)を解除し、注意体制に移行しました。

なお、孤立集落（鳥取市国府町高岡）については、本日１６時橋梁復旧工事が終了し解消

しました。

道路通行止は、横田多里線の全面通行止を本日１７時に解除しました。

その他の被害状況等は、第１２報から変更ありません。

※今回の大雨に関する資料提供は、今後、大きな被害が判明した場合、別途資料提供を

行います。


